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国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月10日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

� （法人税・消費税等）�10月31日

国　税／�2月決算法人の中間申告� 10月31日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

� （年3回の場合）�10月31日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付� 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）� 10月31日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

� （7月〜12月生まれ）�10月31日

労　務／�労働保険料第2期分の納付� 10月31日

� （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　消費税率10％への引上げに伴い、10月から
郵便料金が引き上げられ、通常はがきは62円
から63円に、定形郵便物（封書）の25ｇ以内
は82円から84円となります。また、これに伴
い63円や84円などの新料額の切手が発行され
る一方、62円や82円といった旧料額の切手の
販売は終了となります。

ワンポイント 郵便料金の引上げ

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

14日・体育の日
22日・即位礼正殿の儀の行われる日
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10月号─2

１　

設
備
投
資
の
必
要
性

　

こ
こ
数
年
、
税
制
改
正
で
は
企
業

（
特
に
中
小
企
業
）
に
対
す
る
設
備
投

資
を
後
押
し
す
る
制
度
の
創
設
や
見

直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
主
に
以
下
の
理
由
か
ら
で
す
。

⑴　

中
小
企
業
等
の
業
績
は
、
回
復

傾
向
で
は
あ
る
も
の
の
、
労
働
生

産
性
は
伸
び
悩
ん
で
お
り
、
大
企

業
と
の
差
も
拡
大
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
中
小
企
業
等
が
所
有

し
て
い
る
設
備
の
中
に
は
老
朽
化

が
進
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、

生
産
性
向
上
へ
の
足
枷
と
な
っ
て

い
る
こ
と

⑵　

今
後
、
少
子
・
高
齢
化
や
人
手

不
足
、
働
き
方
改
革
へ
の
対
応
等

の
厳
し
い
事
業
環
境
を
乗
り
越
え

る
た
め
、
老
朽
化
が
進
む
設
備
を

生
産
性
の
高
い
設
備
へ
と
一
新
さ

せ
、
事
業
者
自
身
の
労
働
生
産
性

の
飛
躍
的
な
向
上
を
図
る
必
要
が

あ
る
こ
と

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
中
小
企
業
等

に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
制
度
の
一

つ
が
、
平
成
三
十
年
度
税
制
改
正
で

創
設
さ
れ
た
、
一
定
の
償
却
資
産
に

つ
い
て
自
治
体
が
固
定
資
産
税
を
零

（
ゼ
ロ
）
か
ら
二
分
の
一
の
間
に
軽
減

す
る
「
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に

基
づ
く
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
」

（
中
小
企
業
等
の
生
産
性
向
上
設
備
に

係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
）
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
赤
字
会
社
で
も
利
用

可
能
な
の
で
、
多
く
の
事
業
者
で
資

金
繰
り
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
固
定
資
産
税
の
税
率
を

ゼ
ロ
と
し
て
い
る
自
治
体
も
多
い
こ

と
か
ら
、
中
小
企
業
等
に
と
っ
て
は

有
効
に
活
用
で
き
る
制
度
で
す
の

で
、
こ
こ
で
改
め
て
制
度
の
内
容
を

見
て
い
き
ま
す
。

２　

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
よ

る
固
定
資
産
税
の
特
例

⑴
　
制
度
創
設
の
経
緯

　

中
小
企
業
者
等
が
新
規
の
設
備
投

資
を
し
て
生
産
性
の
向
上
を
図
る
一

方
、
市
町
村
の
財
政
運
営
に
で
き
る

限
り
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
国
・

地
方
が
一
体
と
な
り
、
生
産
性
革
命
・

集
中
投
資
期
間
に
お
け
る
臨
時
・
異

例
の
措
置
と
し
て
、
地
方
税
法
に
お

い
て
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

⑵
　
制
度
概
要

　

市
町
村
が
策
定
し
国
か
ら
同
意
を

受
け
て
い
る
「
導
入
促
進
基
本
計
画
」

に
適
合
し
、
か
つ
、
労
働
生
産
性
を

一
定
割
合
以
上
向
上
さ
せ
る
も
の
と

し
て
、
市
町
村
か
ら
認
定
を
受
け
た

中
小
企
業
者
等
の
「
先
端
設
備
等
導

入
計
画
」
に
記
載
さ
れ
た
一
定
の
機

械
・
装
置
等
の
設
備
投
資
が
特
例
の

対
象
と
さ
れ
ま
す
。

　

認
定
を
受
け
る
と
、
そ
の
新
規
取

得
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
が
三
年
間
に
わ
た
っ
て
ゼ
ロ
か

ら
二
分
の
一
の
範
囲
内
に
お
い
て
軽

減
さ
れ
ま
す
。
こ
の
制
度
で
は
、
自

治
体
の
判
断
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、

軽
減
さ
れ
る
割
合
は
各
市
町
村
の
条

例
で
定
め
た
割
合
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」

で
は
、
三
年
間
、
四
年
間
又
は
五
年

間
の
間
で
、
労
働
生
産
性
が
年
平
均

三
％
以
上
向
上
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

適
用
期
間
は
、
生
産
性
向
上
特
別

措
置
法
の
施
行
日
で
あ
る
平
成
三
十

年
六
月
六
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑶
　
適
用
対
象
者

　

特
例
の
適
用
対
象
者
で
あ
る
中
小

企
業
者
等
と
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

①　

資
本
金
又
は
出
資
金
の
額
が
一

億
円
以
下
の
法
人

②　

資
本
又
は
出
資
を
有
し
な
い
法

人
の
う
ち
常
時
使
用
す
る
従
業
員

数
が
一
、〇
〇
〇
人
以
下
の
法
人

③　

常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が
一
、

〇
〇
〇
人
以
下
の
個
人

　

た
だ
し
、
資
本
金
等
が
一
億
円
以

下
で
も
、
次
の
「
み
な
し
大
企
業
」
に

該
当
す
る
と
、対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
同
一
の
大
規
模
法
人
（
資
本
金
一

億
円
超
）
に
発
行
済
株
式
又
は
出

資
の
総
数
又
は
総
額
の
二
分
の
一

以
上
を
所
有
さ
れ
て
い
る
法
人

・
二
以
上
の
大
規
模
法
人
に
発
行
済

株
式
又
は
出
資
の
総
数
又
は
総
額

＊
労
働
生
産
性
の
算
式

（
営
業
利
益
＋
人
件
費
＋
減
価
償

却
費
）／
労
働
投
入
量（
総
時
間
）

中
小
企
業
等
の
生
産
性
向
上
設
備
の

固
定
資
産
税
の
特
例
（
償
却
資
産
）
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の
三
分
の
二
以
上
を
所
有
さ
れ
て

い
る
法
人

　

な
お
、
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
中
小

企
業
者
等
は
、

製
造
業
な
ど
…
資
本
金
の
額
等
が
三

億
円
以
下
又
は
常
時
使
用
す
る
従

業
員
数
が
三
〇
〇
人
以
下

卸
売
業
…
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円

以
下
又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員

数
が
一
〇
〇
人
以
下

小
売
業
…
資
本
金
の
額
等
が
五
、〇

〇
〇
万
円
以
下
又
は
常
時
使
用
す

る
従
業
員
数
が
五
〇
人
以
下

で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑷
　
対
象
設
備

　

対
象
設
備
は
、
①
一
定
期
間
内
に

販
売
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と（
中

古
資
産
は
対
象
外
）、
②
旧
モ
デ
ル

と
比
較
し
て
、
生
産
効
率
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
効
率
、
精
度
そ
の
他
の
生
産
性

の
向
上
に
資
す
る
も
の
の
指
標
が
年

平
均
一
％
以
上
向
上
す
る
も
の
で
、

工
業
会
等
か
ら
証
明
書
を
取
得
し
た

次
の
設
備
で
す
。

ａ　

一
台
又
は
一
基
の
取
得
価
額
が

一
六
〇
万
円
以
上
の
機
械
装
置（
た

だ
し
、
販
売
開
始
時
期
が
十
年
以

内
の
も
の
）

ｂ　

一
台
又
は
一
基
の
取
得
価
額
が

三
〇
万
円
以
上
の
測
定
工
具
及
び

検
査
工
具
（
た
だ
し
、
販
売
開
始

時
期
が
五
年
以
内
の
も
の
）

ｃ　

一
台
又
は
一
基
の
取
得
価
額
が

三
〇
万
円
以
上
の
器
具
備
品
（
た

だ
し
、
販
売
開
始
時
期
が
六
年
以

内
の
も
の
）

ｄ　

一
の
取
得
価
額
が
六
〇
万
円
以

上
の
建
物
附
属
設
備
（
た
だ
し
、

償
却
資
産
と
し
て
課
税
さ
れ
る
も

の
に
限
ら
れ
、
販
売
開
始
時
期
が

一
四
年
以
内
の
も
の
）

⑸
　
適
用
手
続

　

特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
手

続
は
下
記
図
表
の
と
お
り
で
す
。

⑹
　
そ
の
他

　
「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」
の
認
定

を
受
け
た
中
小
企
業
者
等
は
、
金
融

支
援
と
予
算
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

①　

金
融
支
援

　
　

民
間
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受

け
る
際
に
、
信
用
保
証
協
会
に
よ

る
信
用
保
証
の
う
ち
、
普
通
保
証

と
は
別
に
追
加
保
証
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

②　

予
算
支
援

　
　

固
定
資
産
税
の
特
例
の
率
を
ゼ

ロ
と
定
め
た
自
治
体
に
お
い
て
、

「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」
の
認

定
を
そ
の
自
治
体
か
ら
取
得
し
た

中
小
企
業
者
等
は
、
各
補
助
金
の

申
請
の
際
に
、
優
先
採
択
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

３　

自
治
体
の
対
応

　

制
度
を
適
用
す
る
と
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
が
三
年
間
に
わ
た
り
ゼ

ロ
以
上
二
分
の
一
以
下
の
範
囲
内
に

お
い
て
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、
前
記
の

と
お
り
、
軽
減
割
合
は
自
治
体
の
判

断
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
軽
減
さ
れ

る
割
合
は
、
各
市
町
村
の
条
例
で
定

め
た
割
合
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
小
企
業
庁
に
よ
る
と
、
今
年
六

月
末
で
固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置
を

講
じ
た
自
治
体
は
一
、六
三
六
で
、
認

定
を
受
け
た
計
画
は
三
万
一
、七
七
五

件
、
認
定
を
受
け
た
計
画
に
盛
り
込

ま
れ
た
設
備
等
の
数
量
は
合
計
で

一
〇
万
四
三
四
台
（
金
額
ベ
ー
ス
で
約

八
、九
二
〇
億
円
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
固
定
資
産
税
を
ゼ
ロ

と
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
の
は
一
、

六
二
九
自
治
体
で
、
三
万
一
、七
五
七

件
を
認
定
し
て
い
ま
す
。
認
定
計
画

に
盛
り
込
ま
れ
た
設
備
等
の
数
量
は

合
計
で
一
〇
万
四
一
三
台
（
金
額
ベ

ー
ス
で
約
八
、九
一
七
億
円
）
の
設
備

投
資
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

（図表）固定資産税の特例について（スキーム図）

②証明書
発行申請

（出典）中小企業庁「生産性向上特別措置法」先端設備導入計画について（パンフレット）より

⑦計画申請 ⑧計画認定

①証明書発行依頼

④証明書入手

⑤事前確認依頼

⑥事前確認書発行

⑧計画認定後…
　⑨設備取得
　⑩所在する市町村へ税務申告

工業会確認

設備メーカー等

工業会等

中小事業者等

市区町村

経営革新等支援機関確認

経営革新等支援機関

③証明書
発行



10月号─4

　今年度税制改正で、海外転勤等で一時的
に出国する場合においても、引き続きNISA
（NISA・つみたてNISA）口座を保有するこ
とができる特例措置が創設されました。
　具体的には、海外出張等による出国日の
前日までに、NISA口座が開設されている
金融商品取引業者等の営業所に、①海外出
張等の者に係る給与等の支払をする者から
の転任の命令その他これに準ずるやむを得
ない事由に基因して出国をする旨、②引き
続き非課税措置の適用を受けようとする
旨、③帰国後再び当該非課税口座において
非課税上場株式等管理契約又は非課税累積
投資契約に基づく上場株式等の受入れを行
う旨、などを記載した「継続適用届出書」を
提出します。
　これにより、その出国の時から、その者
が金融商品取引業者等の営業所に帰国をし

た年月日や、非課税口座において再び非課
税上場株式等管理契約又は非課税累積投資
契約に基づく上場株式等の受入れを行わせ
ようとする旨などの事項を記載した「帰国
届出書」の提出日と、継続適用届出書の提
出をした日から起算して５年を経過する日
の属する年の12月31日とのいずれか早
い日までの間、居住者等に該当する者とみ
なされてNISA口座の保有が可能となります。
　継続適用届出書を提出したものの提出後
５年を経過する日の属する年の12月31日
までに帰国届出書の提出を行わなかった場
合は、同日においてその者が「非課税口座
廃止届出書」を提出したものとみなされま
す。
　なお、出国により非居住者となっている
間は、非課税口座に設けられた非課税管理
勘定又は累積投資勘定に上場株式等を受け
入れることができません。
　また、その出国につき、国外転出をする
場合の譲渡所得等の特例の対象となる者は、
継続適用届出書の提出ができません。

海外転勤等でも引き続き
NISA口座の保有可能に

　相続財産となった上場株式については、
上場している取引所が公表する①課税時期
の最終価格、②課税時期の月の毎日の最終
価格の平均額、③課税時期の月の前月の毎
日の最終価格の平均額、④課税時期の月の
前々月の毎日の最終価格の平均額のいずれ
かから最も低い価額を使って評価すること
ができます。
　しかし、相続開始直前に売却され、相続
開始時点において引渡し及び代金決済が未
了の上場株式に係る相続税の課税財産は、
当該株式の売買代金請求権であるため、そ
の評価は、財産評価基本通達204に定め
る貸付金債権の評価により評価することと
なります。
　したがって、上場株式の評価のように複
数の中から低い価格を選択することはでき
ず、通常は、決済される売買代金請求権の
金額が相続財産の評価額となります。

相続開始直前に上場株式を
売却したときの評価　
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